


Ⅰ 設計概要 ● 管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の震動及び衝撃の (16) 緊急時の対応策、連絡体制が、現場のみならず当該工事請負会社内にも周知徹底する。 ● 14. 建築工事及び 施工図

緩和のための措置を講ずること。 (17) 工事関係者は工事従事者であることを証明する名札等を着用する。 電気設備工事 各設備機器の位置、各設備工事との取合いなどの検討できる資料及び図面を提出して、監理者の承諾を

1.建物概要 ・ 法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあっては、 (18) 現地と図面において、既存状況が異なる場合は現地を優先する。 との取合い 受ける

1. 工事件名 建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全なものとすること。 (19) 搬入・搬出は、院内ルートを使用して平日の早朝に行うこと。 総合図［複合図］ ● 作成する ・ 作成しない

・ 給湯設備は、支持構造部及び緊結金物を腐食又は腐朽のおそれがないものとするほか、風圧、土圧及び水圧並びに (20) 騒音・振動工事は、必ず事前に施主へ工事時間帯を報告調整の上実施のこと。 監理者の指示により、備品、機器等の配置と必要な設備記号（電気・空調・衛生設備等）を

2. 建築主 氏　　名 地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。 (21) 施主と協議の上、現場の状況を判断し、養生を行うこと。また、終了後は清掃を行うこと。 プロットした施工図（平面詳細図、天井伏図、展開図等）（縮尺1/50）

郵便番号 （総合図作成に必要な資料収集、製造者等との打合せ含む）

住　　所 4.建築設備に係る確認申請図書の簡素化に伴う配管設備の仕様は下記による。（建築基準法施行令第129条の2の4の規定）

電話番号 1. 防火区画を貫通する給水管、配電管その他の管の構造（第129条の２の４　第1項7号） ● 15. Σ監理者による ・ 中間検査

● 貫通部とその両側1m以内の部分を不燃材料とする。 ●  1.一般共通事項 　　　技術検査 （ ● １回 ・ ２回 ・ ）

3. 工事場所 地名地番 ● 管の外径が用途、材質に応じて平成12年建告第1422号に定める数値以下である。 ● 1. 適用基準等 ● 特記仕様書-１　による ● 完成検査

及び 住居表示 ● 国土交通大臣の認定を受けた工法とする。（別紙凡例による） ● 工事写真撮影ガイドブック 機械設備工事編（平成30年版）

敷地条件 都市計画区域 ● 都市計画区域内 （ ● 市街化区域 ・ 市街化調整区域 ・ 区域区分非設定 ） 2. 水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置（第129条の２の４　第2項第2号） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ● 16. 完成図等 ※ 完成図を受注者の責任において作成する (1.1.7.1)～(1.1.7.3)

の内外の別等 ・ 準都市計画区域内 ・ 都市計画区域及び準都市計画区域外 ● 水栓とあふれ面の吐水口空間を確保する。 ● 建築設備設計・施工上の運用指針 2019年版 国土交通省住宅局建築指導課・日本建築行政会議編集 （竣工図）等 ※ 1.1.7.2による

防火地域 ・ 防火地域 ● 準防火地域 ・ 指定なし ● 逆止弁を設置する。 ・ 1.1.7.2.による他（ ・ 特定天井図 ・ 昇降機設備 ・ 機械式駐車場 ・ ）を作成する

その他の区域 ・ 法第22条区域 ・ 法第52条第７項適用区域 ● バキュームブレーカーを設置する。 ● 2. 工事実績情報の ※ 適用する (1.1.1.4) 完成図全頁（完成図に含まれる施工図、施工計画書は除く）に以下の注意書きを記載する

地域､地区､街区 ● 第五種高度地区、駐車場整備地区、自動車ふくそう地区 ・ その他（ ） 登録 「本完成図は、完成建物の基本情報を記載したものです。工事に際して作成された施工図等の

道　　路 幅　　員 m 敷地と接している部分の長さ m 3. ウォーターハンマー防止のために講じた措置（第129条の２の４　第2項第6号） 　詳細情報と合わせてご利用ください」

敷地面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ● 管径を大きくし流速を小さくする ● 3. 工事関係図書 (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監理者の承諾を受ける。 (1.1.2.1)

用途地域等 ● ウォーターハンマー防止器を設置する (2) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（工種別施工計画書）を (1.1.2.2) ● 完成図の製本提出

許容容積率 ％ ％ ％ ％ ● 揚水ポンプ出口に水撃防止型逆止弁を使用する 作成し、監理者に提出する。 ・ 完成図（原図） A-1サイズ３ツ折図面ケース入 部数 ※ １部

許容建ぺい率 ％ ％ ％ ％ ・ その他（ ） (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を (1.1.2.2) ● 完成図（製本） A-1サイズ２ツ折白焼黒文字 部数 ※ ２部 ・

敷地面積合計 ㎡ 4. 排水横主管、各系統の排水立て管について、管径及び勾配の算出方法（第129条の２の４　第3項第1号） 定めた施工計画書（工事別施工計画書）を工事の施工に先立ち作成し、監理者に提出する。 ・ 完成図（縮小版第２原図） A-3サイズ２ツ折図面ケース入 部数 ※ １部

建築可能な容積率 ％ ● 排水管の勾配は管径に応じてSHASE-S206-2009の排水管選定線図に基づく表による (4) 施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監理者の承諾を受ける。 (1.1.2.3) ● 完成図（縮小版製本） A-3サイズ２ツ折白焼黒文字 部数 ※ ２部 ・

建築可能な建ぺい率 ％ ● 排水管の管径はSHASE-S206-2009の排水負荷単位法により算定 ● 完成図（データ） ● DWG ● PDF ● DXF 部数 ※ ３部 ・

備考 5. 排水トラップの仕様（第129条の２の４　第3項第2号） ● 4. 電気保安技術者 ※ 適用する (1.1.3.2)

● 衛生陶器に設ける排水トラップはJIS A 5207による ● 施工図、総合図［複合図］の製本提出（内容については監理者の指示による）

4. 建築物 主要用途 （区分 ） ● 床排水トラップに設ける排水トラップはJIS A 4002による ● 5. 施工条件 ※ (1.1.3.3)(1)による (1.1.3.3) ・ 施工図（製本） A-1サイズ２ツ折白焼黒文字 部数 ※ １部 ・

工事種別 ・ グリーストラップに設ける排水トラップはSHASE-S217-2016による ・ (1.1.3.3)(1)による、但し、12/29～1/3および国民の祝日を除く土曜日は施工を行うことができる ・ 施工図（縮小版製本） A-3サイズ２ツ折白焼黒文字 部数 ※ ２部 ・

● その他の排水トラップはSHASE-S206-2009による ● 施工図（データ） ● DWG ● PDF ● DXF 部数 ※ ３部 ・

建築面積 計画部分 計画以外の部分 合計 6. 飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。 ● 6. 発生材の処理等 ・ 現場説明書による (1.1.3.9) ・ 総合図［複合図］（製本） A-1サイズ２ツ折白焼黒文字 部数 ※ １部 ・

【建築面積】 ㎡ ㎡ ㎡ ● 管材による識別（管材は別紙凡例による） ● 構外搬出適切処理 搬出費及び処分費は、 （ ● 本工事 ・ 別途工事 ）とする ● 総合図［複合図］（縮小版製本） A-3サイズ２ツ折白焼黒文字 部数 ※ ２部 ・

【建ぺい率】 ％ ● 試運転調整時に雑用水に着色する等、誤配管がないことを確認する ・ 「発生材調書」を作成し、監理者の指示に従って処理し、自由処分（一般廃棄物及び産業廃棄物）は ● 総合図［複合図］（データ） ● DWG ● PDF ● DXF 部数 ※ ３部 ・

専門の処理業者に処分させる以外は、受注者の責任において「リサイクル法」、「廃棄物処理及び ● 施工計画書等 適宜 部数 ※ １部 ・

延べ面積 計画部分 計画以外の部分 合計 5.案内図 清掃に関する法律」及びその他の関係法令を順守し、県または関係市町村の指示に従って処理する。

【建築物全体】 ㎡ ㎡ ㎡ ・ 引き渡しを要するものは、 （ ・ ・ ・ ）とする ● 保全に関する資料

【　　　　　　　　　　】 ㎡ ㎡ ㎡ ・ 特別管理産業廃棄物は、 （ ・ ・ ・ ）とする ● 1.7.3(ａ)の(1)～(6) 部数 ※ ２部 ・

【　　　　　　　　　　】 ㎡ ㎡ ㎡ 処理方法 （ ） ● 上記のものの他に予備品一覧表 部数 ※ ２部 ・

【容積率対象延べ面積】 ㎡ ・ 現場において再利用を図るもの （ ） ● 上記のものの他に工事関係者一覧表 部数 ※ ２部 ・

【容積率】 ％ 再利用する機器は、清掃及び絶縁測定をしたうえ取り付ける

・ 再資源化を図るものは、（ ・ ・ ・ ）とする ● 17. 調査 ● 解体部分については事前に調査を行った上で解体を実施する。

高　　さ 最高の高さ ｍ 最高の軒の高さ ｍ 受入れ施設名 （ ） ● 各部事前調査を行って既存と異なる場合においては、施工図にて調整を行い、監理者の承諾を受ける。

階　　数 地　　上 階 地　　下 階 塔　　屋 階 受入れ場所 （ ）

構　　造 造 一部 造 仮置場所 （ ） ● 2.共通工事

● 1. 総合調整 ● 本工事とし、下記項目の測定表を提出する ・ 別途 (2.1.3.3)

建物別概要 耐震安全性の分類：「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説平成25年版」 ● 7. 器材等 ● 特記仕様書-１　による ● 風量調整 ● 水量調整 ● 屋内外空気の温湿度の測定

(1) 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの（製造者等が定められている機材等に ● 室内気流の測定 ● 屋内外騒音の測定 ● 室間差圧の測定

    ついては、設備機材等選定表によるもの）またはこれらと同等のものとする。ただし、これらと ● HEPAフィルター取付け後のリーク測定（個室陰圧換気設置系統）● 初期運転状態の記録

    同等のものとする場合は、監理者の承諾を受ける ・ 臭気（対象物搬入後に行う）

製造者、設備機材は、年間維持管理費を考慮のうえ選定する ・ 飲料水の水質測定（水道法施行規則第10条による水質検査）

(2)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に規定される特定調達 ・ 飲料水の水質測定（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

    品目に該当する機材を使用する場合は、その判断の基準、配慮事項を満たすものとする ・ 雑用水の水質測定（建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第２条の

2.工事概要 (3) 給水設備及び給湯設備に使用する機材は、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」 「建築物環境衛生管理基準」による水質検査）

1. 工事種目及び工事範囲（●のついたものを適用する） （平成９年厚生省令第14号）に適合する機材を使用すること ● 風量調整、水量調整、温湿度測定、室間差圧は備品機器類据付後に再度行うこと

・ 室内空気清浄度の測定（対象室：　　　　　　　　　　）

● 8. 環境への配慮 ● 横浜市建築局所轄工事VOC等の室内濃度測定マニュアル（H27.７）に基づく

● 空気調和設備 化学物質を放散させる建築材料等 (1.1.4.1) ● 2. 電源周波数 ● 50Hz ・ 60Hz

● 換気設備 　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有するものとし、

・ 排煙設備 次の1)～5)を満たすものとする。 ● 3. 容量等の表示 (1) 機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする

● 自動制御設備 1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単層積層材、MDF、パーティクルボード、 (2) 電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする

● 衛生器具設備 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散させないか、

● 給水設備 放散が極めて少ないものとする ● 4. 耐震措置 耐震措置の計算及び施工方法は、次に示す事項以外すべて、独立行政法人建築研究所監修

● 排水設備 2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ない 「建築設備耐震設計・施工指針（2014年版）」及び建設大臣官房官庁営繕部監修

● 給湯設備 ものとする 「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成８年版）」による

● 消火設備 3) 接着剤はフタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑 (1) 機器

● 医療ガス設備 Ⅱ 機　械　設　備　工　事　仕　様 剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを 設計用水平地震力は、機器の重量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効重量）に、

● 撤去工事 放散させないか、放散が極めて少ないものとする 設計用水平震度を乗じたもの、設計用鉛直震度は設計用鉛直震度を乗じたものとする

・ 1.共通仕様 4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて

・ (1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 少ないものとする 設計用水平震度（ＫＨ）＝Ｚ・ＫＳ （ＫＳ：設計用標準震度、Ｚ：地域係数）

「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和4年版」（以下標準仕様書）及び「公共建築改修工事標準仕様書 5) 1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルム 設計用鉛直震度（ＫＶ）＝1/2・ＫＨ

2. 指定工事範囲 ・ 無し ・ 有り （指定工期　　令和　　　年　　　月　　　日） （機械設備工事編）令和4年版」（以下、改修標準仕様書）並びに国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の アルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする 地域係数（Ｚ） ※ 1.0 ・ 0.9 ・ 0.8 ・ 0.7

対象部分： 「公共建築設備工事標準図」（機械設備工事編）令和4年版」（以下、標準図）による また、設計図書に規定する｢ホルムアルデヒドの放散量」は次のとおりとする。

(2) 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの標準仕様書を適用する ① JIS及びJASのF☆☆☆☆品 建築設備機器の設計用標準震度（Ks)と耐震クラス

3. 設備概要 （本工事における、工事種目ごとの概要を示すもので、仕様を規定するものではない） なお、電気設備工事の特記仕様書は（　/　）図、建築工事の特記仕様書は（　/　）図による ② 建築基準法施工令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 機器の設置階

(3) 「標準仕様書」、「改修標準仕様書」で規定している「監督職員」は「監理者」と読み替える ③ 下記表示のあるJAS適合品

空調方式 ・ a. 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 上層階、

・ 2.特記仕様 b. 接着剤等不使用 屋上及び塔屋

● (1) 項目は、番号の前に●印の付いたものを適用する c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用

・ (2) 特記事項は、●印の付いたものを適用する d. ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

主要熱源機器 ・ 炉筒煙管ボイラー ・ 小型貫流ボイラー ・ ●印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する e. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 中間階

・ 真空式温水発生機 ・ 無圧式温水発生機 ・ ●印と◎印の付いた場合は、共に適用する f. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

・ 直だき吸収冷温水機 ・ チリングユニット ・ 吸収冷凍機 (3) 特記事項に記載の(　.　.　.　)内表示番号は「標準仕様書」、(改修　.　.　.　)内表示番号は「改修標準仕様書」の当該項目、 第三種 ① JIS及びJASのF☆☆☆品

自動制御方式 ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 ・ 空気式 当該表を示す。(図-　　)内表示番号は「標準図」の当該表、当該図を示す ② 建築基準法施工令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 地階及び1階

給水方式 ● 高置タンク式 ・ 水道直結式 ・ 加圧送水式 ③ 旧JASのEo品

排水方式 建物内の汚水と雑排水 （ ● 分流式 ・ 合流式 ） 3.工事についての注意事項 ④ 旧JASのFco品 （　）内の値は地階及び1階（あるいは地表）に設置する水槽の場合に適用する

ポンプ排水 ・ 有り （ ・ 汚物 ・ 雑排水 ・ 湧水 ） ・ 無し (1) 工事期間中における本病院の診療業務は平常通り行われている為、工事エリア以外には患者が在院しているので、施工計画の 上層階の定義

建物外　放流先 検討作成に当たっては、他のエリアの診療業務に支障がないよう、充分注意をして計画する。 ● 9. 室内空気中の ● 建築工事で行う ・ 本工事で行う (1.1.5.8) ２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、10～12階建の場合は上層３階、

(1)汚水 ● 直放流下水管 ・ (2) 工事に先立ち、安全・衛生・騒音・振動・資材搬入等に対し充分な対策を講じた施工計画書を作成し、病院担当者及び監理者 化学物質の 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、 13階建以上の場合は上層４階

(2)雑排水 ● 直放流下水管 ・ と協議をして承諾を得る。 濃度測定 スチレンの濃度を測定し、報告すること 中間階の定義

消火設備の種類 ・ ● スプリンクラー設備 ・ 不活性ガス消火設備 (3) 解体・切り回し改修工事に際しては、事前に充分現場調査をし、病院業務に支障のないよう施工する。 測定はパッシブ形採取機器により行う 地下階、１階を除く各階で上層階に該当しない階（平屋建ての場合はなし）

・ ハロゲン化物消火設備 ・ 連結送水管 ・ 連結散水設備 (4) 床スラブにアンカー打ち、解体工事等のある場合、事前に非破壊検査を実施する。 測定対象室 ・ 図示 ● 6階：6411-2, 6412 下記、重要機器に●なきものは、一般機器として設定耐震クラスに応じた対策を行う

・ フード等用簡易自動消火装置 ・ 泡消火設備 ・ 消火用水槽 図面及び調査でも確認できない活線等が発見された場合は必要に応じて盛り替える。 測定箇所数 ・ 図示 ● ２ヶ所 (イ)重要機器 （ ● 耐震クラスＳ ・ 耐震クラスＡ ・ 耐震クラスＢ ）

ガスの種類 ・ 都市ガス（種別：13Ａ　発熱量：45,000kJ/m3（N）　供給業者名：東京ガス㈱） 電気・医療ｶﾞｽ・給排水等活線の切断が発生しないよう施工する。万が一発生した場合は受注者の責で速やかに修復する。 ・ 給水機器 ・ 排水機器 ・ 熱源機器 ● 空調機器 ● 換気機器

なお、すべて受注者の費用負担とする。 ● 10. 機材等の検査 検査及び試験を行う機材等は、下記による (1.1.4.5)(1.1.4.6) ・ 排煙設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵設備 ・ 火気を使用する設備

3.建築設備の耐震性などに関する規定（建築基準法施行令第129条の2の3の規定） (5) 工事に当たっては、騒音・振動・塵埃を抑制する工法を採用する。内容によっては手作業にて行う。 及び試験 ・ 標準仕様書による 避難経路に隣接して設置する機器 ● 消火設備 ● 医療ガス設備 ・ 厨房機器

1. 建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。 (6) 病院内周知期間を必要とするため、工事着手前に工事内容、工程、施工方法等を病院担当者及び監理者に報告する。 ● 監理者の指示による (ロ)一般機器 （ ・ 耐震クラスＳ ● 耐震クラスＡ ・ 耐震クラスＢ ）

● 建築設備（昇降機を除く。）、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないものとすること。 着手前期間についても病院担当者及び監理者との協議による。 なお、場外立会検査に要する諸費用は、全て受注者の負担とする

・ 屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の構造耐力上主要な部分に、 (7) 工事範囲と使用部分は原則として仮設間仕切りを設置し、人の不用意な出入や埃、塵等の飛散の無いように明確に区画する。 対象機材等（ ） (2) 配管等の耐震対策は「建築設備耐震設計・施工指針（2014年版）」指針表 6.2-1 による。

支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、緊結すること。 仮設間仕切は場所により密閉性、遮音性のあるものとする。

・ 煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は鉄製の支枠を (8) 工事工程の検討に当たっては、検査及び引越期間の調整を図ったものとする。 ● 11. 技能士の適用 ● 配管（配管工事） ● 建築板金（ダクト製作及び取付） ● 熱絶縁施工（保温工事） (1.1.5.2) ● 5. 保温 標準仕様書によるほか、下記による

設けたものを除き、90㎝以下とすること。 (9) 予期し難い事項が発生した場合は、病院担当者及び監理者と協議する。 ・ 冷凍空気調和機器施工（チリングユニット、パッケージ形空気調和機の据付及び整備） ただし、各工事種目で別に指定されたものは除く

・ 煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5㎝以上とした鉄筋コンクリート造又は厚さが (10) 工事に当たっては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」「再生資源の利用の促進に関する法律」「建設副産物 ● 屋内で使用する保温材はF☆☆☆☆対応とする (2.3.1.2)

25㎝以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造とすること。 適正処理実施要領」に留意する。 ● 12. 製本図面の提出 受注者の負担で、下記設計図を製本（表紙及び背表紙には、年度、工事名などを明朝体文字明記）し、 ・ 防凍保温

● 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、 (11) 建築請負業者が電気設備及び機械設備の調整を行い、工程等充分に調整を行う。 指定部数を監理者に提出する 施工箇所：屋外露出部

● 風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。 (12) 分離発注の場合においては、建築施工者が設備との調整を行うこと。 ・ 設計図A1版複写図製本 （ ・ １部 ・ 部　）

● 建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な管の損傷防止の (13) 改修部分と改修対象外との取り合い部分で、必要と思われる部分については適宜補修を行う。 ● 設計図A3版複写図製本 （ ・ ４部 ● 部　） 保温厚： 呼び径25A以下は50㎜、呼び径32A以上は40㎜とする

ための措置を講ずること。 (14) 建築非構造部材についても、耐震安全性に配慮し施工する。 ・ 多湿箇所は下記による（ただし、ユニットは含まない）

● 管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は可撓継手を設ける (15) 工事期間中の防災対策は、病院側の消防計画書に準拠するとともに、防災管理組織を編成、責任者を定め、病院防火関係者 ● 13. 施工図等の 施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする ・ 浴室 ・ シャワー室 ・ 脱衣室 ・ 厨房（天井内は含まない）

等有効な損傷防止のための措置を講ずること。 との連携を保つ。 取扱い ・ 水治療室 ・ プール ・ 熱傷室 ・
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建築設備機器の耐震クラス
適用階の区分

耐震クラスS 耐震クラスA 耐震クラスB

2.0 1.5
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規制対象外
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屋内消火栓設備（易操作1号）

項    目 特    記    事    項

（「建築特記仕様書」参照）

方式及び種別 設備概要

空気調和機（全空気）

空気調和機（全空気）＋温水コイル

空気調和機（外調機）＋ファンコイルユニット

空気調和機（外調機）＋パッケージ形空気調和機（EHP）

撤去　一式 撤去　一式

改設　一式

改設　一式

改設　一式 改設　一式

改設　一式 改設　一式

改設　一式 改設　一式

改設　一式

改設　一式

改設　一式

改設　一式 改設　一式

建物別及び屋外 工事種別

工事種目 ６階（6-4） ５階（ISS） 屋外

病　院 S/SRC B1/11 57,007.91 （６）-イ 甲類

鉄　　骨 鉄骨鉄筋コンクリート

建物名称 構造 階数
延べ面積

(㎡)

消防法施行 耐震安全性の分類

令別表第一 構造体 建築非構造部材 建築設備

49.95 49.35

10 1 1

改　　築

8,915.99

57,007.91

94,469.80

病　　院 08260

200

60
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● 4.空気調和設備 ● 11.給湯設備
● 屋外露出部の保温外装は、 （ ● ステンレス鋼板 ・ 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 ● 1. 設計温湿度 ● スパイラルダクト ● 差込み接合 ・ フランジ接合 ● 1. 配管材料 別紙凡例による (2.2.1.1)(2.2.1.2)

・ カラー亜鉛鉄板　）とする ・ 高圧１ダクト（適用範囲は図示による）

・ 多湿箇所部の保温外装は、 （ ・ ステンレス鋼板 ・ 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板　 ・ 高圧２ダクト（適用範囲は図示による） ● 2. 絶縁フランジ 図示の箇所に取付ける

・ カラー亜鉛鉄板　）とする ℃ ％ ℃ ％ ℃ ％ ℃ ％ ・ 厨房系統の長方形排気ダクトは （ ・ 亜鉛鉄板 ・ ステンレス鋼板 ・ 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板）

● 屋内露出の合成樹脂カバーは、 （ ● 標準（カバー１）・ ジャケットタイプ（カバー2） ）とする ℃ ％ ℃ ％ ℃ ％ ℃ ％ 製とし、標準仕様書より一番手厚いものを使用する ● 3. 弁類 JIS又はJV （ ● 5Ｋ ・ 10Ｋ　　　） (2.2.2.1)

・ 厨房の排気ダクトは、ダクト内の点検が可能な措置を講ずる (3.2.2.1) ● ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする

● 6. 塗装及び防錆 下記の金属電線管は塗装を行う (2.3.2.1) ● 2. ダクト ● 低圧ダクト (3.1.14.1)

● 屋外露出 ・ （　　　　　　　）の屋内露出 ● 長方形ダクト ・ アングルフランジ工法 ● 2. 風量測定口 ● 送風機吐出ダクト ・ 外気ダクト ・ 図示による (3.1.14.13) ● 4. 保温 保温材は、（ ・ ロックウール ● グラスウール ）とする (2.3.1.5)

下記の室の亜鉛めっきされた露出ダクト及び露出配管は塗装を行う ● コーナーボルト （ ● 共板フランジ ・ スライドオンフランジ ）工法 ・ ファンコイルユニット、パッケージ形空気調和機に接続する外気ダクト ・ 備品機器類用ダクト

● 機械室 ・ 電気室 ・ 発電機室 ● ISS（5F） ● スパイラルダクト ● 差込み接合 ・ フランジ接合 ● 5. 貫通部処理 躯体貫通部は保温材にて埋め戻す。

金属管の埋設部、コンクリート躯体貫通部は防食テープ等により防食処置を行う ・ 高圧１ダクト（適用範囲は図示による） 　 3. ダンパー 空気調和設備の当該項目による

・ 高圧２ダクト（適用範囲は図示による） ● 12.消火設備

● 7. 標識その他 (1)機器には、名称及び記号を記入する (1.1.7.4) ● 4. ダクトのシール ・ 多湿箇所の排気ダクト シール種別 （ ※ Ｎ ※ Ａ ※ Ｂ ・ Ｃ ） (図-施工47､48) ● 1. 配管材料 別紙凡例による (2.2.1.1)(2.2.1.2)

(2)弁及びダクト、配管等の識別表示を行い、用途及び流れの方向を記入する (1.1.7.4) ● 3. 風量測定口 ● 送風機吐出ダクト ・ 空気調和機給気ダクト ・ 外気ダクト ・ 図示による (3.1.14.13) 水抜管を （ ※ 設ける ・ 設けない　） (3.2.2.1)

識別方法及び色合いは監理者の指示による ・ ファンコイルユニット、パッケージ形空気調和機に接続する給気ダクト ● 特殊排気（HEPA系統）ダクトシール種別 （ ● Ｎ ・ Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ） (図-施工47､48) ● 2. 保温 屋外露出配管は標準仕様書第２編3.1.5、表2.3.5のe3・(ハ)・Vによる保温を行う (2.3.1.5)

（機械室内、シャフト内、屋内外露出部、天井点検口内周辺） 対象室：個室（単独陰圧換気設置室） ただし、防凍保温は2.共通工事による

(3)天井点検口の用途表示を行う 　 4. チャンバー (1) 内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す (3.1.14.6)

(2) 空気調和機に取付けるサプライチャンバー及びレタンチャンバーで消音内貼りしたチャンバー(3.1.14.6) ● 5. チャンバー 空気調和設備の当該項目による ● 13.医療ガス設備 工事仕様は別紙図面による

● 8. 電線類 電線及びケーブルの規格は標準仕様書第４編1.5.1表4.1.11による には点検口を設ける。大きさは図示による ● 1. 供給ガス、 ● 酸素 ・ 笑気 ・ 空気 ・ 非治療用空気 ・ 窒素 ● 吸引

(3) 外壁に面するガラリに直接取付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する(3.1.15.2) ● 6. 吹出口及び吸込 空気調和設備の当該項目による 設備名称 ・ 炭酸ガス ・ 混合ガス ・ 余剰麻酔ガス排出設備

● 9. はつり 既存コンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる(改修2.4.1.3) 口ボックス

コア抜き前の躯体レントゲン撮影 ● 要 ・ 不要 ● 5. 吹出口及び吸込 ボックスの材質は（ ● 亜鉛鉄板製 ・ グラスウール製 ）とする (3.1.14.7) ● 2. 配管材料 別紙図面による (11.2.1.3)

口ボックス ● 7. 保温 標準仕様書第２編3.1.4によるほか、下記による

● 10. 配管・ダクトの ピット内及び屋外設置の配管、ダクトの吊り金物、Ｕボルトナット類は、 ● 外気ダクト（保温厚25㎜） ● 3. 既存配管設備の (1)既存部に供給設備があり、既存部から新設部へ供給することになる場合の検査・試験は (11.2.3.1)

吊り及び支持 （ ● ステンレス製 ・ ）とする 　 6. ダンパー (1) 防煙ダンパー 復帰方式 （ ※ 遠隔 ・ ） (3.1.15.8) 居室天井内の保温仕様は、 変更 監理者と協議を行う

支持材は、ステンレス製または溶融亜鉛めっきを施した鋼製とする 定格入力はDC24V、0.7A以下とする （ ● グラスウール保温板25㎜ ・ ポリスチレンフォーム保温板50㎜）とする。 (2)工事中の仮設供給 （ ・ 有り ● 無し ）

防振吊り ・ 無 ● 有（施工箇所：吊棒の長さ1.0H以上） (2) ピストンダンパー 復帰方式 （ ※ 遠隔 ・ ） (3.1.15.10) ・ 多湿箇所のダクト（保温厚25㎜） 仮設供給の方法は図示による

(3)外気取入系統に設置するダンパーの軸・軸受はSUS、テフロンセラミック等とする ・ 湯沸室の排気ダクト

● 11. アンカーボルト (1) 屋外設置機器のアンカーボルトナットはステンレス製とし、ナット部分に合成樹脂製キャップ 連結金具は外部取付とするか、SUS、テフロンセラミック等とする ロックウール保温材（保温厚 ※ 50㎜ ・ ）とし、範囲は図示とする ● 4. その他 別図「特記仕様書」参照

及びキャップ 　　をかぶせる ● 外壁面に開放するダクトの外壁より１.0mの範囲（保温厚25㎜）

(2) 原則として、接着系アンカーボルトは使用しない ● 7. 配管材料 (1) 別紙凡例による (2.2.1.2) （チャンバー接続の場合の保温範囲は、チャンバー及びダクト１.0mとする） ● 14.撤去工事

接着系アンカーボルトを使用する場合は、目視検査・接触検査・打音検査を全本数実施し、 (2) 膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管は（ ）とする ・ MRIクエンチングパイプの保温は、標準仕様書第２編3.1.4のブラインの項による ● 1. 撤去内容 ※ 撤去内容は図示による

施工した全本数の0.5%以上または3本以上を対象として引張加力試験を行う 保温材は （ ・ ポリスチレンフォーム ・ ロックウール ・ グラスウール ）とする

● 8. 弁類 JIS又はJV （ ● 5K ・ 10K　　　・ 　） (2.2.2.1)(2.2.1.2) ● 2. 保温材 保温材は配管、ダクト等より分離する

● 12. 振動伝播の防止 (1) 防振床（浮床構造）部分は振動伝播防止措置を行う ● ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする 　 6.排煙設備

(2) 周長1.0m以上のダクトは、振動伝播防止のため貫通部において実管スリーブを使用しない 　 1. ダクト ・ 亜鉛鉄板 ・ 普通鋼板（厚1.5㎜以上） (3.1.14.5)(3.2.2.4) ● 3. 支持金物等 ダクト及び配管等の支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する

(3) ポンプに接続された給・排水管は、振動伝播防止のため防火区画等を貫通する場合は、 (2.3.1.5) 　 9. 温度計 取付け部は下記による (2.2.3.2)(3.1.14.14)

貫通する部分をロックウール保温材にて埋める ・ 温水ボイラーの温水管（入口側） (図-施工51) 　 2. 排煙口の形式 ・ 天井取付 （ ・ スリット形 ・ パネル形 ） (3.1.15.5) ● 4. 産業廃棄物等 (1) 産業廃棄物の処理は、収集から最終処分までをマニフェスト交付を経て適正に処理する (改修1.5.1.2)

(4)保温不要ダクトの乾式壁貫通部分はロックウール保温材にて埋める ・ 温水発生機の温水管（出入口側） (図-施工54､55) ・ 壁取付 （ ・ スリット形 ・ ） (2) 特別管理産業廃棄物は、1.一般共通事項・6.発生材の処理等による (改修1.5.1.2)

・ チリングユニット、冷凍機の冷水管（出入口側）及び冷却水管（出入口側） (図-施工52) (3)冷媒の回収方法及び放出を防止する措置は、業務用冷凍空調機器(第１種特定製品)は、 (改修3.2.4.3)

13. 運転状態の記録 竣工後2年間月毎の （ ・ 冷房負荷 ・ 暖房負荷 ・ 蒸気量 ・ 給水量 ・ 給湯量 ・ ガス量） ・ 吸収冷温水機の冷温水管（出入口側）及び冷却水管（出入口側） (図-施工53) 　 3. 排煙口手動 ・ ワイヤー式 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律(平成13年法律第64号)の

の記録を周年検査時に監理者に電子データ （ ※ csv データ ・ xls データ　）で提出する ・ 空気調和機の冷温水管（出入口側） 開放装置 ・ 電気式 （ 遠隔操作 ・ 要 ・ 不要 ） 定めに従って行う。特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の対象となるものは、

・ 空気調和機（パッケージ形含む）のサプライチャンバー、レタンダクト、 同法の定めに従って行う

● 14. 機器仕様 各機器の仕様は、（ ・ 製造者標準 ● 標準仕様書 ・ 外気取入ダクト及びレタンチャンバー 　 4. 排煙風量測定 建築設備定期検査業務指導書（(財)日本建築設備安全センター）の排煙風量の検査方法に準ずる (4) オイルタンク、オイルサービスタンク、油管等の廃油は、関係法令に従い、専門業者に (改修1.5.1.2)

● 軒天井内を含む屋外に設置する機器はすべて重塩害仕様 ）とする ・ 冷温水ヘッダー（往）の各送り管及び冷温水ヘッダー（返）の各返り管 より適正に処理する

・ 熱交換器の冷温水管（出入口側） (図-施工58､59) ● 7.自動制御設備 (5) 吸収冷凍機、吸収冷温水機等の臭化リチウム水溶液等は、関係法令に従い、専門業者により(改修1.5.1.2)

15. 機器基礎 各機器の基礎施工要領は、 （ ・ 標準図施工25～29 ・ 図示 ・ ）による 1. 中央監視制御装置 ・ 有 （ ・ 本工事 ・ 別途工事 ） ・ 無 適正に処理する

　 10. 圧力計 取付け部は下記による (2.2.3.1) (6)冷凍機用ブライン液は、関係法令に従い、専門業者により適正に処理する

　 16. 案内板 機器等の取扱い方法、定期点検項目及び系統図等を記載したアクリル樹脂製等の案内板を各機械室に ・ 温水発生機の温水管（出入口側） (図-施工54､55) 2. 中央監視制御装 図示による (7)泡消火設備の薬剤及び水溶液は、関係法令に従い、専門業者により適正に処理する

設置する ・ チリングユニット、冷凍機の冷水管（出入口側）及び冷却水管（出入口側） (図-施工52) 置の構成・機能

案内板の大きさは、１㎡程度とする ・ 吸収冷温水機の冷温水管（出入口側）及び冷却水管（出入口側） (図-施工53) 5. 有害物質を 撤去部にアスベスト、鉛等の有害物質を含む材料が使用されている場合は、監理者と協議の (改修1.4.2.1)

・ 空気調和機の冷温水管（出入口側） ● 3. 電気計装工事の (1)使用する電線類は原則としてEM電線とする (4.1.5.1) 含む撤去 うえ関係法令、都道府県条例等に基づき適正に処理する。対象物質は下記による

● 17. 既存設備との 配管などの切替えまたは接続等で、既存設備を一時停止させる場合はその時期、工法等を監理者と協議を ・ 熱交換器の冷温水管（出入口側） (図-施工58､59) 配線 (2)屋外・屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする 対象物質（　　　　　　　　　　　）

取り合い 行い、施設運営に支障を及ぼさない対応をする ・ ポンプ（密閉回路は出入口側、開放回路は出口側） (図-施工57) (3)天井内隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする

● 15.設備機材等の

● 18. 気密施工 下記の各室に設ける機器、ダクト、配管、スイッチボックス等は、他室との空気流出入を防止するため、 　 11. 瞬間流量計 瞬間流量計はピトー管方式によるもので止水コック付とし、形式及び取付け部は下記による ● 8.衛生器具設備 　　選定

シール材充填及び防護パッキン等を使用し、気密保持に必要な処理を行う なお、着脱形の指示部は、 (2.2.3.8) ● 1. 衛生陶器 衛生陶器の付属品および水栓、洗浄弁、洗浄管等の見え掛り部は ● 1. 製造者の選定 製造者については、原則として下記の選定表に該当する製造者を採用し、受注者が任意に選定することが

（ 陰圧切替換気を有する個室 ） （ ・ 40A用 個 ・ 100A用 個 ・ 250A用 個 ）付属とする （ ● ニッケル－クロムメッキ仕上げ ・ ステンレス製 ）とする できるが、監理者に事前に承諾を得ること

・ 温水発生機の温水管（入口側）に （ ・ 固定形 ※ 着脱形 ）を設ける (図-施工54､55)

● 19. 遮音対策 遮音性能を要求する室の壁にスイッチボックス等を埋込む場合は、その裏面に遮音シートまたは鉛板等を ・ 冷凍機の冷水管（出口側）及び冷却水管（出口側）に (図-施工53) 　 2. 小便器用節水 ・ 個別感知フラッシュ方式 （ ※ 内蔵 ・ 埋込 ・ 露出 ） ● 2. 設備機材等

巻きつけ、遮音に必要な処理を行う （ ・ 固定形 ※ 着脱形 ）を設ける 装置 ・ 集合感知フラッシュ方式 （ ・ 隠ぺい ・ 露出 ） 選定表 ファンコイルユニット 新晃工業㈱ 日本ピーマック㈱

・ 吸収冷温水機の冷温水管（出口側）及び冷却水管（出口側）に (図-施工53) パッケージ型空調機 ダイキン工業㈱ 東芝キャリア㈱

20. 天井内漏水対策 高額医療機器等が設置される室の天井内には極力水配管の設置をさけること、やむを得ず設置する場合は （ ・ 固定形 ※ 着脱形 ）を設ける 　 3. 水石けん入れ ・ 陶器取付形 ・ 壁取付形 ・ カウンター取付形 (5.1.1.11) パナソニックエコシステムズ㈱

漏水対策を施す（対策方法、対象配管は図示による） ・ 空気調和機の冷温水管（入口又は出口側）に （ ・ 固定形 ・ 着脱形 ）を設ける ・ 自動供給式 （ ・ 有 ・ 無 ） 三菱電機住環境システムズ㈱

対象室（ ） ・ 冷温水ヘッダーの （ ・ 各送り管 ・ 各返り管　）に 送風機類 ㈱荏原製作所 ㈱テラル

（ ・ 固定形 ※ 着脱形 ）を設ける ● 4. 自動水栓 電源供給方式 （ ● 電気式 ・ 電池式 ・ 発電式 ） (5.1.1.7) ㈱ミツヤ送風機製作所

● 21. 切り回し工事等 既設の切り回しや改修、撤去について、設計図は基本的に既存図や現地調査結果をもとに作成しているが、 手動スイッチ （ ・ 有 ・ 無 ） 制気口類 空研工業㈱ 協立エアテック㈱

隠蔽部や埋設部等、図面と異なることも予想されるので、既設の切り回しや改修、撤去を行う場合は、 12. 絶縁フランジ 図示の箇所に取付ける ダンパー類 新晃工業㈱ 丸光産業㈱

事前に十分調査を行い、結果を監理者へ報告すること。尚、設計図と異なる場合には協議とする。 　 5. 水栓 厨房機器に設置する水栓は ・ 本工事 ・ 別途工事 ）とする 自動制御設備 ジョンソンコントロールズ㈱

● 13. 保温及び消音 標準仕様書第２編3.1.4によるほか、下記による アズビル㈱ パナソニック電工㈱

● 3.共通関連工事 内貼り ● 還気ダクトの保温（保温厚25㎜） 6. 和風大便器の防 ※ 標準図施工67による（ピット内は除く） (5.2.1.1) 衛生器具 ㈱ＬＩＸＩＬ TOTO㈱

● 1. 足場・ ● 関連工事の関係者が定置する足場、作業構台の類は、無償で使用できる (2.4.1.1(ア)) ● 外気ダクトの保温（保温厚25㎜） 火区画貫通処理 ・ 電気温水器 ㈱日本イトミック 細山熱器㈱

作業構台の類 ● 必要に応じ本工事で設置する（脚立、足場板等） 居室天井内の保温仕様は、 医療ガス設備 ㈱ＡＭＣ エア･ウォーター防災㈱

・ 建築工事改修標準仕様書(2.3.1(2))によるほか下記による。取付け箇所は図示による （ ※ グラスウール保温板25㎜ ・ ポリスチレンフォーム保温板50㎜）とする。 ● 7. 止水栓 （ ● 洗面器 ● 手洗器 ● 流し台（台付水栓） ・ ） 小池酸素工業㈱ ㈱セントラルユニ

・ 内部仮設足場等 （ ・ 種 ・ 種　） ・ 膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書第２編3.1.4の膨張管の項による 消火設備 ニッタン㈱ 日本ドライケミカル㈱

・ 外部仮設足場等 （ ・ 種 ・ 種　） ・ 建物内の空気抜き管の保温は、標準仕様書第２編3.1.4の膨張管の項による ● 8. シールする器具 ※ 手術用手洗器と壁間 能美防災㈱ ホーチキ㈱

● ドレン管の保温は、標準仕様書第２編3.1.5の排水管の項による ● 壁掛け洗面器と壁間

● 2. 監理者事務所 ・ 設ける（建築工事に含む） ・ 設けない ・ 単独で設ける ● 既存建物内の一部を使用する(2.4.1.1(イ)) ・ 高温水管の保温は、標準仕様書第２編3.1.4の蒸気管（低圧の蒸気）の項による ● アンダーカウンター洗面器と洗面カウンター

監理者事務所の規模 ● 冷温水、蒸気管の保温材は、（ ● グラスウール ・ ロックウール ）とする ● 洗面化粧台と壁間

・ ・ ・ ・ ・ ・ 　   　㎡程度 ・ 冷媒管の保温外装は、（ ・ ステンレス鋼板 ・ 保温化粧ケース ）とする ● 9. 温水洗浄便座 加熱方式 （ ● 貯湯式 ・ 瞬間式 ・ ）付加機能は図示による (5.1.1.2)

監理者事務所の仕上げ 保温化粧ケースの材質は、 （ ・ 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ・ 塩化ビニル樹脂

・ 受注者事務所同程度 ・ ・ 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム系合金めっき鋼板　）とする ● 10. 電気温水器 車いす利用者対象洗面器の下部壁面に設置する場合（床から電気温水器底面までの設置高さ）　

監理者事務所の備品 ・ 機器類の保温外装は、（ ・ カラー亜鉛鉄板 ・ アルミニウム板 設置高さ ● FL＋250㎜以上 ・ （ ）

● 監理者事務所備品 ・ ステンレス鋼板 ・ 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板　）とする

備品は、建築工事標準仕様書(2.3.1(b))によるほか、下記の物を備える ・ 保温を行う機器（ ） ● 9.給水設備

・ 外線電話機 ・ ファクシミリ ・ コピー機（ ・ A3カラー ・ A1モノクロ ） ● 1. 配管材料 (1) 別紙凡例による (2.2.1.1)(2.2.1.2)

・ パーソナルコンピューター（ ） 14. 冷媒管 冷媒管の区画貫通処理は、国土交通大臣認定工法とする (2) 水道直結配管 ・ 引き込みは水道事業者の指定により、量水器以降の地中埋設管は

（ モニター ・ 冷媒管の立管の中間部固定を、 （ ・ 行う ※ 行わない　） （ ・ 塩ビライニング鋼管（VD） ・ 水道用鋳鉄管 ・ ）

（ アプリケーション ・ Office ・ AutoCAD ・ ） 天井内配管となる冷媒管は結露防止のため、系統ごとの配管の間隔を50㎜以上確保する 　 とし、他の部分は(1) による

（ ネットワーク接続 ・ ） 冷媒管の保温厚は下記とする。

・ プリンター（ ） ・ 液管 　 ※ 10mm　 ・ 15mm ・ 20mm ● 2. 弁類 JIS又はJV ・ 水道直結部分 （ ※ 10K ・ ） (2.2.2.1)

・ 安全靴 ● 上ばき ・ 防寒服 ・ 帽子 ● ヘルメット ・ ガス管 ※ 20mm　 ・ 30mm ● その他の部分 （ ● 　5K ・ ）

・ 長靴 ・ 安全帯 ・ 保温2層タイプ ● ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする

・ その他（ ） 保温材はJIS-A-9511-A-PE-C-2規格準拠品、化学架橋30倍発泡ポリエチレンとする

常備図書 ● 3. 保温 保温材は、（ ・ ロックウール ● グラスウール ・ ポリスチレンフォーム ）とする (2.3.1.5)

● 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 　 15. ダクトのシール HEPAフィルターを設置している給気、還気系統 ・ ステンレス鋼板製タンクの保温 ・ 要 ・ 否 ） (5.1.4.2.4)（5.1.4.2.5)

● 公共建築設備工事標準詳細図（機械設備工事編） シール種別 （ ・ Ｎ ・ Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ） (図-施工47､48)

● 機械設備工事監理指針 ● 10.排水設備

● 工事写真撮影ガイドブック　機械設備工事編 　 16. ダクト内清掃 空気清浄度クラス7（JIS-B-9920）［旧・クラス10,000］以上の系統は取付け前にダクト内面を清掃する ● 1. 配管材料 別紙凡例による (2.2.1.1)(2.2.1.2)

● 横浜市建築局機械設備工事特則仕様書（最新版） 系統名（対象室：　　　　　　　　　）

● 横浜市建築局監修「機械設備工事施工マニュアル」（最新版） ● 2. 洗面器等の 洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより１サイズアップとする

連絡員 ※ おかない ・ おく 　 17. 予備品 空調機器のフィルター予備は、各形番台数の （ ※ 機器表参照 ・ 100％ ・ 50％ ）とする 排水管 台所流し等の床上部分の配管は、硬質塩化ビニル管でもよい

（HEPAフィルターは含まない）

● 3. 工事用水 構内既存の施設 ※ 利用できない ● 利用できる （ ● 有償 ・ 無償 ） 3. 満水試験継手 3階以上にわたる汚水排水立て管には、各階ごとに満水試験継手を取り付ける

● 5.換気設備

● 4. 工事用電力 構内既存の施設 ※ 利用できない ● 利用できる （ ● 有償 ・ 無償 ） ● 1.ダクト ● 低圧ダクト (3.1.14.1) ● 4. 保温 保温材は、（ ・ ロックウール ● グラスウール ・ ポリスチレンフォーム ）とする (2.3.1.5)

● 長方形ダクト ・ アングルフランジ工法

● 5. 工事用仮設物 構内につくることが （ ● できる ・ できない ） ● コーナーボルト （ ● 共板フランジ ・ スライドオンフランジ ）工法 ・ 高温排水管の保温は、標準仕様書表2.3.2の蒸気管（低圧(0.1MPa未満)の蒸気）の項による

保温材は、（ ・ ロックウール ・ グラスウール ）とする

 

製造者等

26.0 50 24.0 50

22.0 40 22.0 50

品　　　　目 機　材　名

冬期 2.1 33.8

夏期 33.6 61.9

湿度湿度 温度 湿度 温度

屋外（横浜） 屋内（調整目標値）

一般系統 24時間系統 一般系統 病室系統

温度 湿度 温度

伊 藤 喜 三 郎 建 築 研 究 所

10㎡程度 20㎡程度 35㎡程度 65㎡程度 100㎡程度

 縮 尺 　—  日 付 2023/9/30（令和5年）

 件 名 横浜市立大学附属病院6-4病棟個室化改修工事

（「建築特記仕様書」参照）

（「建築特記仕様書」参照）

（「建築特記仕様書」参照）

 図 名 機械

M-03

23033

Job-No.

特記仕様書-３ （令和４年版）
担当者

川上香屋子
一級建築士
第297079号

設 計 者

第1428号

設備設計一級建築士

登録番号

第238709号一級建築士登録番号

筒 井 和 幸設 計 者

第2215号東京都知事登録番号

一級建築士事務所

伊藤喜三郎建築研究所株式会社



建
　
築

電
　
気

衛
　
生

空
　
調

昇
降
機

別
　
途

備　　　考
建
　
築

電
　
気

衛
　
生

空
　
調

昇
降
機

別
　
途

備　　　考
建
　
築

電
　
気

衛
　
生

空
　
調

昇
降
機

別
　
途

備　　　考
建
　
築

電
　
気

衛
　
生

空
　
調

昇
降
機

別
　
途

負担金（工事用以外のもの） ＡＬＣパネル等を貫通する配管配線の穴明け ※ ※ ※ ※ ※ ・ 各工事別とする 空調用自動制御機器 ・ ・ ・ ※ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・

イ．　電気引込 ・ ・ ・ ・ ・ ※ ＰＣ板を貫通する配管配線の穴明け ※ ・ ・ ・ ・ ・ 　同上配管配線 ・ ・ ・ ※ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・

ロ．　水道引込 ・ ・ ・ ・ ・ ※ 壁・天井の軽量鉄骨下地の開口補強 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 　同上電源供給 ・ ※ ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・

ハ．　下水道接続 ・ ・ ・ ・ ・ ※ 壁、天井ボード類の切込み ※ ・ ・ ・ ・ ・ 位置出しは各工事別とする 中央監視 ※ ・ ・ ・ ・ ・

ニ．　ガス引込 ・ ・ ・ ・ ・ ※ 既製間仕切壁等の切込み及び補強 ※ ・ ・ ・ ・ ・ イ．　電気 ・ ※ ・ ● ・ ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・

引渡しまでの各種料金（基本料金、使用料金共） ロ．　空調 ・ ※ ・ ● ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・

イ．　給水 ※ ※ ※ ※ ※ ・ 各工事別とする ハ．　衛生 ・ ※ ・ ● ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

ロ．　ガス ※ ※ ※ ※ ※ ・ 各工事別とする ニ．　防災 ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

ハ．　電気 ※ ※ ※ ※ ※ ・ 各工事別とする 設備機器・器具・配管・配線用 ・ ※ ※ ※ ・ ・ 各工事別とする ホ．　ガス警報 ・ ※ ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・

ニ．　油 ※ ※ ※ ※ ※ ・ 各工事別とする へ．　昇降機 ・ ・ ・ ・ ※ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・

公害調査費及び対策費（工事に関する以外のもの） ・ ・ ・ ・ ・ ※ ト．　搬送 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 搬送工事とする ※ ・ ・ ・ ・ ・

電波受信障害調査費及び対策工事費 ・ ・ ・ ・ ・ ※ ※ ・ ・ ・ ・ ・

雨水用ドレイン及び配管 ※ ・ ・ ・ ・ ・ インサートを含む ・ ・ ・ ・ ・ ※

フロア—ドレイン ・ ・ ※ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・

門扉、囲障 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 屋外雨水排水設備 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 各制御盤遠方監視及び操作制御 ・ ・ ・ ※ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・

植樹 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 雨水第１桝 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 動力制御インターロック ・ ※ ・ ● ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・

舗装 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 屋外雑排水及び汚水排水設備 ・ ・ ※ ・ ・ ・ 中央監視装置利用のインターロック ・ ※ ・ ● ・ ・

擁壁 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 　同上ます及びますぶた ・ ・ ※ ・ ・ ・ 天井吊ファンコイルの手元制御用配管配線 ・ ・ ・ ※ ・ ・

浄化槽 ・ ・ ※ ・ ・ ・ 点検口、タラップを含む 動力制御盤と中央監視リモート盤間配管配線 ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

ゴミ集積所 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 消防用水槽 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 点検口、タラップを含む ・ ・ ・ ・ ・ ※

ゴミ焼却炉 ※ ・ ※ ・ ・ ・ 焼却炉本体及び据付は衛生工事 ＲＩ排水貯留槽 ・ ・ ※ ・ ・ ・ 点検口、タラップを含む ・ ・ ・ ・ ・ ※

屋外貯油槽 ・ ・ ・ ・ ・ ※

イ．　外郭躯体及び乾燥砂、マンホール ※ ・ ・ ・ ・ ・ エレベーター三方枠、幕板 ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

ロ．　オイルタンク ・ ・ ・ ※ ・ ・ エレベーター化粧枠・化粧幕板 ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

ハ．　タンクの据付 ・ ・ ・ ※ ・ ・ 自家発電機用排気筒（横引） ・ ※ ・ ・ ・ ・ エレベーター中間ビーム ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

煙　突 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 自家発電機用冷却装置 ・ ※ ・ ・ ・ ・ エレベーター用吊フック ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

給気塔・排気塔及びコンクリート風道 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 自家発電機用冷却装置の一時側給水管、排水管 ・ ・ ※ ・ ・ ・ エレベーター用インターホン及び監視テレビ ・ ・ ・ ・ ※ ・
昇降路内の配管配線は
昇降機工事

※ ・ ・ ・ ・ ・

ガスガバナー棟 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 自家発電機燃焼用の給排気設備 ・ ※ ・ ・ ・ ・ 　同上昇降路外の配管配線 ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

医療ガスボンベ棟 ※ ・ ・ ・ ・ ・
自家発電機用給油設備
　（屋外オイルタンクよりサービスタンク迄）

・ ・ ・ ※ ・ ・
サービスタンクより発電機まで
の配管は電気工事

エレベーターピット内タラップ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

ボイラー操作盤及び二次側配管配線 ・ ・ ・ ※ ・ ・ エレベーターピット内コンセント ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

冷凍機用動力操作盤及び二次側配管配線 ・ ・ ・ ※ ・ ・ 中央監視運行表示板 ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

雑用受水槽 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 点検口、タラップを含む パッケージ型空調用手元開閉器並に配管配線 ・ ※ ・ ・ ・ ・ 地震感知器から制御盤までの配管配線 ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

湧水槽・雨水槽 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 点検口、タラップを含む
電動シャッター、自動扉の操作盤、
　　　　　　　　　押釦取付及び二次側配管配線

※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

汚水槽・雑排水槽・化学排水槽 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 点検口、タラップを含む 水中ポンプ及びケーブル、電極の取付 ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

発電機用冷却水槽 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 点検口、タラップを含む 　同上制御盤への接続 ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

コンクリート槽の釜場 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 映像情報装置 ・ ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ※

コンクリート槽の通気口、通水口、連通口等 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 視聴覚装置及び関連機器 ・ ・ ・ ・ ・ ※ ・ ※ ・ ・ ・ ・

コンクリート躯体桝 ※ ・ ・ ・ ・ ・ スタジオ用関係機器 ・ ・ ・ ・ ・ ※ ※ ・ ・ ・ ・ ・ 壁切込み開口補強は建築工事

コンクリート製グリーストラップ ※ ・ ・ ・ ・ ・ コンピュータ関連機器及び専用電源 ・ ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ※

既製グリーストラップ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ページング装置（携帯用受信機共） ・ ・ ・ ・ ・ ※ 造作流し（排水トラップ付） ※ ・ ・ ・ ・ ・ 水栓、配管接続は衛生工事 ・ ・ ・ ・ ・ ※

コンクリート製ガソリントラップ ※ ・ ・ ・ ・ ・ 電話交換装置 ・ ・ ・ ・ ・ ※ 既製流し（排水トラップ付） ※ ・ ・ ・ ・ ・ 水栓、配管接続は衛生工事 ・ ・ ・ ・ ・ ※

ドライエリア、サービスコートの排水溝及び泥溜桝 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 陶製流し（排水トラップ付） ・ ・ ※ ・ ・ ・

駐車場、スローブ等の排水溝及び泥溜桝 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 洗面化粧台（既製品） ・ ・ ※ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・

屋内排水溝及び蓋 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 洗面カウンター（切込みを含む） ※ ・ ・ ・ ・ ・
器具、水栓、配管接続は
衛生工事

※ ・ ・ ・ ・ ・

各種トレンチピット及び点検口 ※ ・ ・ ・ ・ ・
洗面器一体型カウンター
　（排水トラップ付、取付を含む）

※ ・ ・ ・ ・ ・ 水栓取付は衛生工事 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 但し、室内置型のものは別途

コンクリート製流し ※ ・ ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ 但し、室内置型のものは別途

防火戸 　同上水栓目皿、排水トラップ及び配管接続 ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

屋内設備の基礎（建築図にあるもの） ※ ・ ・ ・ ・ ・ イ．　防火戸閉鎖装置 ※ ・ ・ ・ ・ ・ ユニットバス本体及び据付 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 配管配線の接続は各設備工事 ・ ・ ・ ・ ・ ※

屋内設備の基礎（建築図にないもの） ・ ※ ※ ※ ※ ・ 各工事別とする ロ．　連動制御装置、煙感知器の取付及配線 ・ ※ ・ ・ ・ ・ 浴槽（フタ付）本体及び据付 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 配管配線の接続は各設備工事 ・ ・ ・ ・ ・ ※

屋上設備の基礎（架台、アンカーボルトを除く） ※ ・ ・ ・ ・ ・ 防火シャッター ユニットシャワー本体及び据付 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 配管配線の接続は各設備工事 ※ ・ ・ ・ ・ ・

屋外設備の基礎（架台、アンカーボルトを除く） ※ ・ ・ ・ ・ ・ イ．　シャッター閉鎖装置 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 鏡 ※ ・ ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・

機器取付け架台、アンカーボルト ・ ※ ※ ※ ※ ・ 各工事別とする ロ．　連動制御装置、煙感知器 ・ ※ ・ ・ ・ ・ 化粧棚 ※ ・ ・ ・ ・ ・

機械室、厨房等の配管用増打コンクリート ※ ・ ・ ・ ・ ・ 防煙垂れ壁 厨房器具 ・ ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ※

各種設備機器設置のための吊フック ※ ・ ・ ・ ・ ・ イ．　防煙垂れ壁閉鎖装置 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 厨房用プレハブ冷蔵室、冷凍室 ・ ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ※

ロ．　連動制御装置、煙感知器 ・ ※ ・ ・ ・ ・ システムキッチン ※ ・ ・ ・ ・ ・ 配管配線の接続は各設備工事

医療機器用アンカーボルト及び金物の取付 ※ ・ ・ ・ ・ ※ 図示あるものは建築工事 防煙ダンパー ミニキッチン ※ ・ ・ ・ ・ ・ 配管配線の接続は各設備工事 ・ ・ ※ ※ ・ ・

医療機器用基礎及び仕上 ※ ・ ・ ・ ・ ※ 図示あるものは建築工事 イ．　ダンパー閉鎖装置（ＳＦＤ） ・ ・ ・ ※ ・ ・ 洗濯機用防水パン（排水トラップ付） ※ ・ ・ ・ ・ ・ 接続は衛生工事 ・ ・ ※ ・ ・ ・

ロ．　連動制御装置、煙感知器 ・ ※ ・ ・ ・ ・ ウォータークーラー ・ ・ ※ ・ ・ ・
据付及び二次側配管共
一次側電源供給は電気工事

・ ※ ・ ・ ・ ・

排煙口（機械排煙） 各種自動販売機 ・ ・ ・ ・ ・ ※ 据付及び二次側配管共 ・ ・ ・ ※ ・ ・

鉄骨部の鋼管スリーブ ※ ・ ・ ・ ・ ・ イ．　排煙口開閉装置 ・ ・ ・ ※ ・ ・ 避難器具 ※ ・ ・ ・ ・ ・

貫通穴のスリーブ ※ ※ ※ ※ ※ ・ 各工事別とする ロ．　手動の操作箱 ・ ・ ・ ※ ・ ・
遠隔操作及び開閉表示は
電気工事

排気扇及びウェザーカバー ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

開口部の型枠 ※ ※ ※ ※ ※ ・ 各工事別とする 防犯監視設備 ・ ・ ・ ・ ・ ※ 　同上取付枠及び穴明け ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

上記３行の補強 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 電気錠 ※ ・ ・ ・ ・ ・ 一次側電源供給は電気工事 消火器ボックス ※ ・ ・ ・ ・ ※ 壁埋込型は建築工事 ・ ・ ・ ・ ・ ※

貫通孔・開口部の墨出し ※ ※ ※ ※ ※ ・ 各工事別とする 消火器 ・ ・ ・ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ※ 一次側電源供給は電気工事

貫通穴のスリーブ空隙及び予備貫通穴の充填 ※ ※ ※ ※ ※ ・ 各工事別とする 壁掛大便器取付スタンド ・ ・ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

外壁貫通スリーブの防水 ※ ※ ※ ※ ※ ・ 各工事別とする ・ ・ ・ ・ ・ ※

・ ・ ・ ・ ・ ※

●

                     （注）表中の●印を付したものを適用し、各工事負担とする。

　　　　　　　　　     ●の付かない場合は、※印付いたものを適用し、各工事負担とする。 機械

　　　　　　　　　     建築の工事区分表と相違ある場合は、建築図添付の工事区分表を優先する。

暗室用特殊照明

フリーアクセスフロア—

カーテンレール

伊 藤 喜 三 郎 建 築 研 究 所

 件 名 横浜市立大学附属病院6-4病棟個室化改修工事
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 図 名 工事区分表

 縮 尺 －  日 付 2023/9/30（令和5年） M-04

一次側電源供給は電気工事

手術室、分娩室の壁埋込医療機器

手術室、分娩室の無影灯

各種医療機器一次側配管立上り、立下り
　　　　　　　　　　　　　　　　（バルブ止め）

埋込ベースプレートは建築工事

屍体用冷蔵庫、保存庫

人工透析装置及び二次側配管配線

　同上二次側配管配線

オートクレーブ

 
昇
　
降
　
機

　
　
　
　
　
　
貫
通
穴
・
開
口
部

　
Ｓ
・
Ｓ
Ｒ
Ｃ
・
Ｒ
Ｃ
造
の

 
器
　
具

 
防
　
災

 
設
　
備
　
機
　
器
　
の
　
基
　
礎
　
等

 
コ
　
ン
　
ク
　
リ
　
ー

　
ト
　
槽
　
・
　
溝
　
等

 
屋
　
外
　
・
　
工
　
作
　
物
　
等

一般ベット用設備ユニット

ＩＣＵ用医療パネル

ドラフトチャンバー

　同上二次側配管、配線、ダクト

手術用手洗器

　同上電源、手元スイッチ

　同上二次側エア配管、及び電源

ドラフトチャンバーの排気処理装置

自動現像装置及びミキシングバルブ、流量計、
　　　　　　　　　　　　　　　　　フィルター

ＲＩ用各モニター

　同上二次側配管、配線

　放射線シールド

　電磁波シールド

　電波シールド

 
そ
　
の
　
他

 
負
　
担
　
金
　
等

ファンコイルカバー

ボ
ー

ド
等
の
貫
通
口
・
開
口
部

及
び
吊
ボ
ル
ト

イ
ン
サ
ー

ト

 
給
　
排
　
水
　
そ
　
の
　
他
　
設
　
備

 
電
　
気

備　　　考

 
制
　
御

　同上ダンパ（ＦＤ）

蒸溜水製造装置

純水製造装置

アコーディオンカーテン

ブラインド

点検口（床、天井、シャフト等）

埋込ベースプレートは建築工事

便器消毒器

歯科用コンプレッサー

外壁取付がらり（防虫網共）

埋込ベースプレートは建築工事

水治療用特殊浴槽

クリーンベンチ

　同上二次側配管、配線

医療パネル

安全キャビネット

　同上二次側配管、配線、ダクト

　一次側ダクト立下り（ダンパー止め）

パスボックス

Ｘ線室　天井走行レール

点滴レール

点滴フック

防音室内装

エアーシャワー

手術室、分娩室のシーリングコラム

バイオクリーンルーム（ＣＬＡＳＳ　　　）

 
医
　
療
　
機
　
器
　
等

　同上ダンパ（ＦＤ）

外壁取付ダクト接続用がらり（防鳥網共）

滅菌水製造装置

電動ラック、移動棚等

サイン（室名表示、階段表示、案内板等）

サイン内部照明

　　　　　　　　　     ●印と◎印の付いた場合は、共に適用し、各工事負担とする。

　同上トラップ

医療用プレハブ冷蔵室、冷凍室

上記以外の別途工事となる各種医療機器本体
　　　　　　　　　　　　　　　　　及び据付

　同上二次側配管、配線、ダクト

配管配線の接続は電気工事

一次側電源供給は電気工事自動ドア

カーテン、暗幕

カーテンボックス及びブラインドボックス

シールド室内装

項 目

工 事

項 目

工 事

項 目

工 事

項 目

工 事

第2215号

設 計 者株式会社 伊 藤喜三郎 建築研 究所
一級建築士事務所

一級建築士登録番号

設 計 者

Job-No.

東京都知事登録番号 担当者

川上香屋子
一級建築士
第297079号第238709号

筒 井 和 幸

第1428号
設備設計一級建築士

登録番号
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